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先月号で田崎さんは、いわゆる「多様な教育機会確保法案」（以下、法案）を、戦前戦中回

帰路線を歩む安倍政権の教育統制の一環だと指摘します。指摘通り、法案は総理が「一億総
活躍社会」の演出に向けて放つ「新三本の矢」の目玉の一つとして宣伝されています。一方
奥地さんは、法案が超党派の議員連盟の提起で、政権内から出たものではないとして、これ
に否定的です。それどころか、戦時教育体制下の「国の統括する学校教育」によって奪われ
た学校に通わない自由を、「74 年ぶりの歴史的変革」となる本法案によって回復し「全ての
子の学ぶ権利を満たす」ためとして、推進を呼びかけます。 
確かに 74 年前の国民学校令は、明治以来の小学校令を改変して全ての子どもに就学義務

を課すものでした。しかし、小学校令が仮に「学校にいかなくていい」自由（？）を保障し
ていたとしても、それは猶予・免除制度による癲癇白痴・不具廃病・保護者貧困に対して。
貧困や障碍を当事者の自助に封じ込めて打ち切り、社会が抜本的解決義務を回避するための
法律だったのです。 
詳細は他稿に譲りますが、不登校は昔の「優等生の落ちこぼれ」説から、社会的貧困と「発

達障害」問題にシフトしました。社会精神病理学的に見て両問題は、グローバル化・地球資
源の枯渇・非実体生産の中心産業化など現代社会の決定的危機を象徴する、近代国家の枠組
みでは解決不能の課題です。政権がパラダイム転換して産・軍改革と教育・福祉改革を一元
化して推進するために、総理がシューレ、前文科相がたまり場をそろい踏み訪問視察した理
由は、正にここにあります。 
そのため過去の特別支援教育と異なり、今回の「教育制度の複線化」では「現在の学校で

は育てられない（世界に誇るような）頭脳を発掘する」点が強調されます。現在の貧困と発
達障害は、非行・いじめ・誘拐事件などの国内問題に留まらず、民族主義、IS 国、テロなど
グローバルな問題と関連していくだろうことは自明です。安保法案を成立させた政権にとっ
て、重要課題は銃後の堅い守り。ネット社会で地下に潜りかねない「有能だが危険」な子ど
もの情報を、学校だけでなく多様な外部委託機関を通じて把握できるようにしたい。本法案
は、その絶妙の突破口。 
本法案が、財政的支援を引き出すと期待する声もあります。しかし、それがスズメの涙以

上に出ないであろうことは、識者が共通して指摘するところ。行政がはした金によって事足
れりとし、貧困への抜本的支援から目を背ける口実として本法案が利用される可能性も少な
くないでしょう。20 世紀のオルタナティブ教育の歴史を真摯に振り返るなら、後述する例外
を除く学校外教育の大部分は、最終的には金持ちと権力者に奉仕する道を歩みました。時に
は、人種差別に利用され、障害者差別の道具としても機能してきました。悪貨は良貨を駆逐
します。 
万が一多少の支援金が出る場合には、更に要注意。この数十年、私学助成金は私学を偏差

値に組み込み、その教育の自由を買いたたきました。近年の高校の中退・不登校への助成費
導入は、低質の塾的教育産業のみを潤す形で教育の民営化を押し進めました。万が一にも、
相当の教育支援金が出るようになれば、良心的な小規模フリースクールなんて、いとも簡単



に経営的に淘汰されるか、教育行政的に消滅させられていくでしょう。 
それでも推進派は、「学校が重圧となり自殺する子どもがいる」ことを錦の御旗に法案成立

を図ろうとします。こどもの命を救うには、「どんなに学校で傷ついても、学校が合わなくて
も」「学校でしか教育権が保障されない」現状を変える必要がある。だから「学校以外で育つ
人を応援する」法案が必要だというのです。 
確かに、9 月 1 日問題に象徴されるように、今の学校は子どもを殺しかねません。極度の

自己否定感を予防する緊急避難対策として、学校に行かない選択を尊重し保障することは必
要です。しかし、それはあくまで、その場しのぎ。大人の最大の義務は、その間に何をおい
ても死を招くような学校を、「誰にとっても」安全な場に変えること。これが、田崎さんが「不
登校の元凶である“教育”を改革しない」「特別支援教育の拡大推進」の愚案だと法案を断じる
理由だと思います。 
自殺を考える状態に追い込まれた子を学校に戻すなんて、死を強制するものだ。「当面は」

という留保付でなら、そういった意見も正当でしょう。しかし、追い込まれる子には、社会
とは別の場を恒久的に用意するというのは、大人の義務放棄です。しんどい間は、堂々と緊
急避難して他者に頼る。とことん英気を養ったら、誰もが安心して互いの弱さを認め合って
共生できる学校の創造に参加する。学校が社会のひな形である以上、死を迫られた子にとっ
て堂々と社会で生き直していく真の解決への道は、それ以外にないのです。 
厳しい言い方をすれば、「フリースクールにさえ通えない」重圧によって、自殺に追い込ま

れる子どももいます。在籍問題で救われる子も、その逆の子もいるのです。9 月 1 日自殺だ
けを強調するのも、原因を学校化社会だけに単純化するのも、死と直面する子どもたちへの
大人の裏切りです。 
1 人を死に追い込む社会は、誰にとっても危険な社会です。いつの時代も子どもたちに死

しかないと感じさせる最大の原因は、社会でやり直せるという希望と自由―つまり大人への
信頼―の喪失にあります。学校神話が崩れ、未来への不安が増大する日本社会が必要として
いるのは、手垢にまみれた「多様な教育」とか「学籍問題」などの小手先の回避策ではあり
ません。根本的な解決のためには、投機的金権社会の求める能力と学校を支配する旧態依然
とした能力主義の解離からの学校解放―能力主義からの脱却―が急務です。 
法案は、第二条「社会において自立的に生きる」「能力に応じた教育」、第十二条「発達段

階及び特性に応じて定められる」個別学習計画など、共生を分断する能力主義に貫かれてい
ます。当然「権力の許容する能力主義」を満たさない「多様な教育」など認められるわけが
ありません。前述の例外的なオルタナティブ教育の一つに、自由と独立を守り続けるファシ
ズム下の南欧で芽を吹いた反体制地下抵抗・自由教育運動があります。同様の試みを、教育
委員会が許容するでしょうか？ 
障害児にとって、日本に公（普通）教育が導入されて以来、学校は死すら覚悟して通わね

ばならない差別の場であり続けてきました。それでも、いやそれだからこそ、私たちは「障
害児も普通学校に」とこだわってきました。障害児も健常児も自殺を考える子も、等しく同
じ仲間。その関係を分断されないために、別枠教育（特別支援教育）が天国（？）だとして
も地獄（？）の普通にこだわって、社会を安心な場として自分たちの手に取戻す。 
今後、社会はますます地獄と化すでしょう。だからこそ、共生。いよいよ正念場ですね。 

 


